
令和６年

〔Ｎｏ．1〕用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 ．床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/ 2 のものは、「地階」に該当す
る。

2 ．幼保連携型認定こども園は、「特殊建築物」に該当する。

3 ．木造2階建ての一戸建て住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。

4 ．建築物に設けるボイラーの煙突は、「建築設備」に該当する。

5 ．建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる
性能を、「準防火性能」という。
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